
資料１

福島県環境白書に関する意見等

No.
資料
番号

ページ 項目 意見等 対応 担当課 委員

1 1-1 3,8
環境回復
の推進

大きな課題である「森林除染」について農林水
産省、林野庁の事業も含めて実態的な除染が一
歩ずつ進んでいるが、これを加速しないと林業
家の健康や林間レクリエーションなどにかかわ
る生活環境の回復、広く自然環境の回復が進ま
ないため、さらに様々な施策が展開されるよう
国に強く働きかけるべきである。

平成28年3月9日付「福島の森林・林業の再生
に向けた総合的な取組」（復興庁・農林水産省・
環境省）の中で、森林整備と放射性物質対策を一
体的に実施する事業などを推進する考えが国から
示されたところです。
また、住民が身近に利用してきた住居周辺の里

山において、住民の安全・安心の確保に資する取
組を当該里山の様態に合わせ組み合わせる形で実
施する「里山再生事業」が円滑かつ効果的に実施
できるよう、中長期的な予算の確保も含めて、引
き続き国に要望してまいります。

除染対策課
森林計画課

小野委員
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2 1-1 6,7,8
環境回復
の推進

環境創造センターに求められる役割として
（１）県民を対象に「放射線理解」を進める
（２）広く国内外に「福島県の安全」を発信す
るーの２点があげられる。県民向けで小学生対
象の理解活動の成果は評価する一方、真に不安
を抱えているのは妊婦や子育て世代の母親であ
り、こうした層の方々に正確な理解が広がるよ
う多角的な施策が必要だ。また、県外発信につ
いて一層の工夫と強化が求められる。

環境創造センターにおいては、親子が一緒に学 
べる各種イベントの開催や、子育て世代の父母を
対象とした講演会等により、子育て世代を含め放
射線等の理解促進に努めています。
また、県内外に向け、ウェブやテレビ放送等の

活用により正確な情報の発信に取り組んでおりま
す。（環境共生課）
不安を抱えている妊婦や乳幼児を持つ保護者に

対しては、電話やオンラインでの相談、訪問によ
る支援や母乳の放射性物質濃度検査も無料で実施
しており、引き続き安心して妊娠・出産・子育て
が可能になるように支援してまいります。（子育
て支援課）
なお、放射線への理解を含めた本県の正確な情

報発信につきましては、「福島県風評・風化対策
強化戦略」に基づき、全庁一体となって取り組ん
でいるところであり、「風評払拭・リスクコミュ
ニケーション強化戦略」を策定する国の施策と連
携しながら、放射線に関するリスクコミュニケー
ションや、除染後のモニタリング等による環境回
復の現状の発信、農林水産物や加工食品の放射性
物質検査などの取組も含め、引き続き県内外に本
県への正確な理解が広がるよう多角的に取組を進
めてまいります。（広報課）

広報課
環境共生課
子育て支援

課

小野委員
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3 1-1 9,10
環境回復
の推進

廃炉にかかわる環境問題で当面する最大の課題
は処理水問題であり、県は「国に求める」だけ
でなく「当事者」の意識をもって県内外に正し
い理解が広がるよう努力すべきだ。影響は最終
的に県民に降ってくるのであり、県独自の研究
や理解活動がなければ県民の理解は結果的に進
まないばかりか、県民間の分断を助長し、いつ
までも解決を見ない事態が予想される。「国に
求める」だけでは県の役目を果たしたと言えな
い。

R2.12.2現在、多核種除去設備等処理水の取扱
いについては国が対応方針を検討しているところ
です。
県としては、国に対し新たな風評被害が生じる

ことのないよう慎重に対応方針を検討するよう求
めるとともに、正確な情報発信及び具体的な風評
対策の提示に責任をもって対応することを要望し
ております。
また、広報活動についてはこれまでも広報紙

「廃炉を知る」の発行やホームページでの公表等
を通じて行っているところであり、引き続き県民
の理解促進に努めてまいります。

原子力安全
対策課

小野委員

4 1-1 2,3,10
環境回
復の推
進

環境モニタリングについて、さまざまなデータ
をとってウェブ上に載せるだけでは、震災直後
と違って見てくれる人が少なく発信力は低下す
るばかりだ。福島県内の「ここは安全になっ
た」「ここは比較的高いので対策を求めてい
る」など10年間の変化を各方面にアピールして
いかないと、固定化された福島県の原発事故当
初のイメージは改善されない。

福島県内の環境放射線の年次推移につきまして
は、地図で視覚的に御覧いただけるよう「福島県
放射能測定マップ」としてインターネット上に公
開しているほか、広報誌「ふくモニ」による周知
も行っているところです。引き続き、県内外のイ
ベントでの啓発活動や広報誌作成等、分かりやす
く効果的な広報活動に努めてまいります。

放射線監視
室 小野委員
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5 1-1 8
環境回復
の推進

中間貯蔵施設について、「30年以内の県外最終
処分」を真に進めるのであれば、国の「取り組
みをしっかり確認する」だけでは足りず、県内
外の政治や世論に訴えながら「どこに搬出する
のか」の議論を速やかに始めるよう「各方面に
働きかける」ことが必要だ。書き込みに力がな
く県の決意が伝わらない。
併せて搬出物質の減量化に向けた再生土壌の利
活用推進は、一義的に国の責任だが、これも国
の動きを見守るだけでは進まない。新たな研究
成果を県が国に突き付けたり、市町村理解に向
けた環境醸成などは県も取り組むべきだと考え
る。

県外最終処分は、国に課せられた法的責務であ
り、国の責任において確実に実施されるよう、政
府要望等のあらゆる機会を通じて、最終処分地確
保の取組等を目に見える形で示すことなどを引き
続き強く求めてまいります。
また、国は除去土壌の県外最終処分に向け、再

生利用による減容化に取り組んでいるところであ
りますが、県外最終処分の責務は、除去土壌の再
生利用に影響を受けるものではありません。国が
除去土壌の再生利用等を進めるにあたっては、実
施される地元や自治体さらには国民的な理解が必
要であることから、丁寧に対応するよう引き続き
国に要望してまいります。

中間貯蔵施
設等対策室

小野委員
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6 1-1 ー

本白書の見かた、特に「環境指標」に関する説
明の項を最初の方に挿入しないと、初見では理
解しにくいと感じました。
下記のような情報が事前にあると読みやすいと
思います。
・環境白書が環境基本計画の進捗を周知する
ために作成していること
・計画の進捗状況を把握するために県独自の
「環境指標」を設けていること
・第一章ではR1年の取り組みについての概要と
環境指標の抜粋、第二章では環境指標の細かい
データと達成状況について述べていること

別紙１を本編の目次と第一章の間に挿入い
たします。

生活環境総
務課

石庭委員

7 1-1
17, 21,
29,

コラム
募集・参加を促すコラムでは、具体的な連絡先
やウェブサイトなどを明記するとより誘導しや
すいと思います。

別紙２～４のとおり修正いたします。

環境共生課
一般廃棄物課
水・大気環境
課

石庭委員
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8 1-1 41
環境指
標の達
成状
況

それぞれの項目について環境指標を設定し、状
況を見える化するという試みはわかりやすくて
良いと思います。
しかし、環境指標の中に評価していない項目が
ありますが、これは何らかの方法で比較できる
ような形に改変できないのでしょうか？数値と
して評価・比較できないのであればそもそも環
境指標としての意味が無くなります。

達成状況を記載していない指標について
は、モニタリング指標、あるいは単年度で
の目標値を設定していない指標であり、進
行管理に活用しております。

生活環境総
務課

石庭委員

9 1-1 41
環境指
標の達
成状
況

全体の達成状況についての総括（例えば達成困
難な三角とバツに該当する項目が40%程度ある
ことが何を意味しているかなど）があった方が
良いと思います。

別紙５のとおり追記いたします。
生活環境総
務課

石庭委員

10 1-2 22

地球にや
さしい“ふ
くしま“ラ
イフスタ
イル普
及啓発
事業

スーパーマーケット等におけるゴミ袋無料配布
が令和２年７月１日より実施され不法投棄され
ているゴミが減少していることは行政と県民が
意識して取り組んだ結果だと思います。平成２
１年７月９日福島県環境共生課長が「手作りマ
イバック（お買い物バック）」コンテストの実
施について周知された効果が大きいと思いま
す。

事業者と連携したマイバッグ推進キャン
ペーン等により、マイバッグ持参は浸透し
てきているものの、引き続き、普及率向上
に向け、若者や学生を対象とした啓発に取
り組んでまいります。

環境共生課 伊藤委員
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11 1-2
21,24,3
5

プラゴ
ミ対策
につ
いて

プラスチックごみ問題は社会全体の取組、行政
と県民、生産・回収・再利用リサイクルまで事
業者任せでなく、生産と使用を大幅に減らす社
会に消費者の意識改革が必要です。

引き続き、マイバッグ、マイボトル・マイ
カップの取組等を通じて、事業者と連携し
ながら、環境にやさしいライフスタイルの
推進に取り組んでまいります。

環境共生課
一般廃棄物
課

伊藤委員

12 1-2
21,25,
27,34

自然共生
社会の形
成

環境活動スタート事業、せせらぎスクール推進
事業をはじめ環境保護社会活動事業は次世代を
担う小学生・中学生・高校生を対象とした体験
学習、教育が必要です。現在まで１０数年児
童・生徒を対象に実施し効果が上がっておりま
す。

学校や地域と連携しながら、小・中学生、
高校生などを対象とした環境教育の取組を
進めてまいります。

環境共生課
森林保全課

伊藤委員

13 1-2 22
食品ロス
対策につ
いて

現在、消費者は各種食料品、菓子類他購入する
場合、賞味期限を・年・月・日までを確認して
購入しております。これを生産者・製造者の協
力を得て、何年何月と製品商品に表示し、賞味
期限の取扱ができるようにすれば、食品ロスも
減少できると思われます。食品購入者消費者の
意識改革ができると思われます。

食品表示法では、消費者等に販売される食
品に消費期限又は賞味期限の表示が義務付
けられておりますが、加工食品につきまし
ては、加工等した日から賞味期限までの期
間が３か月を超えるものは、年月日の表示
を年月の表示に代えることができるとされ
ております。

消費生活課 伊藤委員
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